
第３部　航空交通の安全についての施策

54

に係る実施要領の見直し等を行う。また，専従の監
査組織による航空運送事業者の整備体制に対する監
視・監督を着実に実施するとともに，新規航空運送
事業者の増加に対応するため，整備審査体制の充実
を図る。

5　航空機の経年化対策の強化
　経年航空機について，航空機製造者・運航者等の
不具合事例や諸外国の事例を踏まえ，その対策に関
する情報を収集し，必要な措置を講じる。

第４節　救助・救急活動の充実

1　捜索・救難体制の整備
　救難調整本部においては，種々の緊急状態に対応
した活動計画，訓練，情報の収集・処理体制等を充
実するとともに，関係機関との連絡・協調体制の強
化を図る。

2　消防体制及び救急医療体制の整備
　地方公共団体が管理する空港の消防・救急体制に
ついては，空港管理者による消防施設の整備を始
め，所要の措置を講ずるよう指導する。
　国土交通省は，空港消防力の充実強化を図るた
め，函館，高松，高知空港の化学消防車を大型更新
配備及び北九州空港に化学消防車を新規配備並びに
仙台，松山，大分空港については，空港用給水車の
性能向上を図って更新配備するとともに，新千歳，
福岡，那覇空港については，消防指揮車を更新配備

する。
　また，「空港保安防災教育訓練センター」におい
ては，空港保安防災職員に対する専門的かつ総合的
な訓練を実施するとともに，消火戦術等の研究等を
推進する。
　空港における救急医療体制については，高知，北
九州，小松空港の救急医療資器材搬送車について，
大型更新配備を行い稚内，釧路，北九州，高知，三
沢，美保，徳島空港については，治療用テントを新
規配備するとともに，年次計画に従い，救急医療に
必要な医療資器材の配備更新等を進めるとともに，
救急医療活動が的確かつ円滑に実施できるよう関係
医療機関との連携の強化を図るため，定期的な合同
訓練を実施する。
　また，早期に応急手当を実施するため，空港職員
の応急手当講習の受講を推進する。

第５節　被害者支援の推進

　損害賠償請求の援助活動等の強化や被害者等の心
情に配慮した対策の推進を図る。特に，大規模事
故が発生した場合に，警察，医療機関，地方公共団

体，民間の被害者支援団体等が連携を図り，被害者
を支援する。

第６節　研究開発及び調査研究の充実

1　航空交通の安全に関する研究開発の推進
⑴　文部科学省関係の研究
　独立行政法人宇宙航空研究開発機構では，平成18
年７月に科学技術・学術審議会で決定された「航空
科学技術に関する研究開発の推進方策について」
に基づき，「安全性・利便性を向上させる次世代運
航システムの研究開発」等の航空機の運航安全及び

「非常着水や衝突に対する衝撃応答解析技術の研究
開発」等の機体構造の安全に関する研究を積極的に
推進する。また，国土交通省航空・鉄道事故調査委
員会からの依頼に基づき，調査研究を行い，航空事
故等の事故原因の究明に協力する。
⑵　国土交通省関係の研究
　ア　国土技術政策総合研究所の研究
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